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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】クライアント－サーバコンピュータネットワー
クにおいて、サーバ記憶モデルを利用してファイルパー
ティションを同期させる。
【解決手段】クライアントコンピュータで編集したコン
テンツは、サーバコンピュータに記憶されたファイルの
第１のパーティション内に含めることができる。第１の
パーティションは、電子ドキュメントコンテンツを含む
第１のストリームを含む。クライアントコンピュータは
、ファイルの第２のパーティション内で、メタデータを
生成することができる。メタデータは、第１のパーティ
ション内の電子ドキュメントコンテンツに対する編集と
関連付けることができる。次いで、第２のパーティショ
ンをサーバコンピュータと個別に同期させて、メタデー
タを記憶することができる。次いで、第１のパーティシ
ョンをサーバコンピュータと個別に同期させて、電子ド
キュメントコンテンツに対して加えられた編集を記憶す
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント－サーバコンピュータネットワークにおいて、サーバ記憶モデルを利用し
てファイルパーティションを同期させる方法であって、
　クライアントコンピュータから、電子ドキュメントのコンテンツに対する編集を同期さ
せる要求を受信するステップであって、前記コンテンツはファイルに関連し、前記ファイ
ルは、
　　前記コンテンツに対する編集を含む第１のパーティションであって、前記クライアン
トコンピュータにクライアント第１パーティションとして記憶され、サーバコンピュータ
にサーバ第１パーティションとして記憶される第１のパーティションと、
　　前記コンテンツに対する前記編集に関連するメタデータを含む第２のパーティション
であって、前記第２のパーティションは、前記クライアントコンピュータにクライアント
第２パーティションとして記憶され、前記サーバコンピュータにサーバ第２パーティショ
ンとして記憶され、前記メタデータは、前記コンテンツの編集者およびドキュメントロッ
クのうちの少なくとも１つを含む、第２のパーティションとを含むステップと、
　前記第２のパーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコンピュータ
との間で同期させ、前記クライアント第２パーティション内の前記メタデータを前記サー
バコンピュータに記憶するステップであって、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶されたメタデータを、前記サーバ第２
パーティション内に記憶されたメタデータと比較するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータが、前記サーバ
第２パーティション内に記憶された前記メタデータとは異なる場合に、第１の競合がある
かどうか判定するステップと、
　　前記第１の競合があると判定されると、前記クライアント第２パーティション内に記
憶された前記メタデータが、前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記メタデー
タよりも新しいかどうか判定するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータがより新しいと
判定されると、前記クライアント第２パーティションを前記サーバ第２パーティションと
同期させ、前記第１の競合を解決するステップとを含む、ステップと、
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集を、
前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集と比較するス
テップと、
　前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、前
記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集とは
異なる場合に、第２の競合があるかどうを判定するステップと
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記第２の競合があると判定されると、前記サーバ第２パーティション内に記憶された
前記コンテンツに対する前記編集が、前記クライアント第１パーティション内に記憶され
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た前記コンテンツに対する前記編集より新しいかどうか判定するステップと、
　前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、よ
り新しくないと判定されると、前記クライアント第１パーティションを前記サーバ第１パ
ーティションと同期させ、前記第２の競合を解決するステップと
を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、より
新しいと判定されると、前記クライアントコンピュータおよび前記サーバコンピュータと
の間の前記クライアント第１パーティションの前記同期を失敗させるステップと、
　前記クライアントコンピュータに、エラーの指示を送信するステップと
を含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツの前記編集者は、前記電子ドキュメントを現在編集している作成者を示
すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ドキュメントロックは、前記電子ドキュメントが現在編集されていることを示すこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記サーバ第２パーティションは、前記メタデータが前記サーバ第２パーティション内
に記憶された時期を示す第１のタイムスタンプを含み、前記コンテンツに対する編集を同
期させる前記要求は、前記メタデータが前記クライアント第２パーティション内に記憶さ
れた時期を示す第２のタイムスタンプをさらに含み、前記クライアント第２パーティショ
ン内に記憶されたメタデータを前記サーバ第２パーティション内に記憶されたメタデータ
と比較するステップは、前記第１のタイムスタンプと前記第２のタイムスタンプを比較す
るステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集
に関連する前記メタデータは、前記クライアント第２パーティションのストリーム内で生
成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　コンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピ
ュータ実行可能命令は、コンピュータ上で実行されると、前記コンピュータに、サーバ記
憶モデルを利用してファイルパーティションを同期する方法を実行させ、前記方法は、
　クライアントコンピュータから、電子ドキュメントのコンテンツに対する編集を同期さ
せる要求を受信するステップであって、前記コンテンツはファイルに関連し、前記ファイ
ルは、
　　前記コンテンツに対する編集を含む第１のパーティションであって、前記クライアン
トコンピュータにクライアント第１パーティションとして記憶され、サーバコンピュータ
にサーバ第１パーティションとして記憶される第１のパーティションと、
　　前記コンテンツに対する前記編集に関連するメタデータを含む第２のパーティション
であって、前記第２のパーティションは、前記クライアントコンピュータにクライアント
第２パーティションとして記憶され、前記サーバコンピュータにサーバ第２パーティショ
ンとして記憶され、前記メタデータは、前記コンテンツの編集者およびドキュメントロッ
クのうちの少なくとも１つを含む、第２のパーティションとを含むステップと、
　前記第２のパーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコンピュータ
との間で同期させ、前記クライアント第２パーティション内の前記メタデータを前記サー
バコンピュータに記憶するステップであって、
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　　前記クライアント第２パーティション内に記憶されたメタデータを、前記サーバ第２
パーティション内に記憶されたメタデータと比較するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータが、前記サーバ
第２パーティション内に記憶された前記メタデータとは異なる場合に、第１の競合がある
かどうか判定するステップと、
　　前記第１の競合があると判定されると、前記クライアント第２パーティション内に記
憶された前記メタデータが、前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記メタデー
タよりも新しいかどうか判定するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータがより新しいと
判定されると、前記クライアント第２パーティションを前記サーバ第２パーティションと
同期させ、前記第１の競合を解決するステップとを含む、ステップと、
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップと
を含むことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集を、
前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集と比較するス
テップと、
　前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、前
記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集とは
異なる場合に、第２の競合があるかどうを判定するステップと
を含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記第２の競合があると判定されると、前記サーバ第２パーティション内に記憶された
前記コンテンツに対する前記編集が、前記クライアント第１パーティション内に記憶され
た前記コンテンツに対する前記編集より新しいかどうか判定するステップと、
　前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、よ
り新しくないと判定されると、前記クライアント第１パーティションを前記サーバ第１パ
ーティションと同期させ、前記第２の競合を解決するステップと
を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、より
新しいと判定されると、前記クライアントコンピュータおよび前記サーバコンピュータと
の間の前記クライアント第１パーティションの前記同期を失敗させるステップと、
　前記クライアントコンピュータに、エラーの指示を送信するステップと
を含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記コンテンツの前記編集者は、前記電子ドキュメントを現在編集している作成者を示
すことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
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　前記ドキュメントロックは、前記電子ドキュメントが現在編集されていることを示すこ
とを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　コンピュータシステムであって、
　少なくとも１つの処理装置と、
　コンピュータ実行可能命令を記憶し、前記少なくとも１つの処理装置に接続された少な
くとも１つのメモリであって、前記コンピュータ実行可能命令は、前記少なくとも１つの
処理装置によって実行されると、前記コンピュータシステムに、クライアント－サーバコ
ンピュータネットワークにおいて、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティション
を同期させる方法を実行させ、前記方法は、
　クライアントコンピュータから、電子ドキュメントのコンテンツに対する編集を同期さ
せる要求を受信するステップであって、前記コンテンツはファイルに関連し、前記ファイ
ルは、
　　前記コンテンツに対する編集を含む第１のパーティションであって、前記クライアン
トコンピュータにクライアント第１パーティションとして記憶され、サーバコンピュータ
にサーバ第１パーティションとして記憶される第１のパーティションと、
　　前記コンテンツに対する前記編集に関連するメタデータを含む第２のパーティション
であって、前記第２のパーティションは、前記クライアントコンピュータにクライアント
第２パーティションとして記憶され、前記サーバコンピュータにサーバ第２パーティショ
ンとして記憶され、前記メタデータは、前記コンテンツの編集者およびドキュメントロッ
クのうちの少なくとも１つを含む、第２のパーティションとを含むステップと、
　前記第２のパーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコンピュータ
との間で同期させ、前記クライアント第２パーティション内の前記メタデータを前記サー
バコンピュータに記憶するステップであって、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶されたメタデータを、前記サーバ第２
パーティション内に記憶されたメタデータと比較するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータが、前記サーバ
第２パーティション内に記憶された前記メタデータとは異なる場合に、第１の競合がある
かどうか判定するステップと、
　　前記第１の競合があると判定されると、前記クライアント第２パーティション内に記
憶された前記メタデータが、前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記メタデー
タよりも新しいかどうか判定するステップと、
　　前記クライアント第２パーティション内に記憶された前記メタデータがより新しいと
判定されると、前記クライアント第２パーティションを前記サーバ第２パーティションと
同期させ、前記第１の競合を解決するステップとを含む、ステップと、
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップと
を含むことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集を、
前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する編集と比較するス
テップと、
　前記サーバ第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、前
記クライアント第１パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集とは
異なる場合に、第２の競合があるかどうを判定するステップと
を含むことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータシステム。
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【請求項１７】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
　前記第２の競合があると判定されると、前記サーバ第２パーティション内に記憶された
前記コンテンツに対する前記編集が、前記クライアント第１パーティション内に記憶され
た前記コンテンツに対する前記編集より新しいかどうか判定するステップと、
　前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、よ
り新しくないと判定されると、前記クライアント第１パーティションを前記サーバ第１パ
ーティションと同期させ、前記第２の競合を解決するステップと
を含むことを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータシステム。
【請求項１８】
　前記クライアント第１パーティションを前記クライアントコンピュータと前記サーバコ
ンピュータとの間で同期させ、前記コンテンツに対してなされた前記編集を前記サーバコ
ンピュータに記憶するステップは、
前記サーバ第２パーティション内に記憶された前記コンテンツに対する前記編集が、より
新しいと判定されると、前記クライアントコンピュータおよび前記サーバコンピュータと
の間の前記クライアント第１パーティションの前記同期を失敗させるステップと、
　前記クライアントコンピュータに、エラーの指示を送信するステップと
を含むことを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータシステム。
【請求項１９】
　前記コンテンツの前記編集者は、前記電子ドキュメントを現在編集している作成者を示
すことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータシステム。
【請求項２０】
　前記ドキュメントロックは、前記電子ドキュメントが現在編集されていることを示すこ
とを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント－サーバコンピュータネットワークにおけるファイルパーティ
ションの同期に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クライアント－サーバコンピュータネットワークでは、電子ドキュメントファイルを、
複数のユーザによって異なるクライアントコンピュータから編集することができる。電子
ドキュメントファイルには、主ドキュメントファイルのコンテンツとは異なり、かつその
コンテンツから独立した関連する編集セッションデータ（例えば、メタデータ（ｍｅｔａ
ｄａｔａ））が含まれ得る。電子ドキュメントファイルは、その電子ドキュメントファイ
ルに対して加えられたいかなる編集も記憶するように、クライアントコンピュータと中央
サーバとの間で同期させ、こうした編集は、その後ネットワーク内の他のクライアントコ
ンピュータのユーザが見ることができる。既存の同期方法では、関連するいかなるメタデ
ータも、電子ドキュメントファイルに対して加えられた編集と共に同期させなければなら
ない。特に、マークアップ言語、またはＯＬＥ（ｏｂｊｅｃｔ　ｌｉｎｋｉｎｇ　ａｎｄ
　ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ）複合ドキュメントでは、メタデータは、拡張ファイル形式として
、同期させることができる。同期の結果、電子ドキュメントファイルに関連するメタデー
タは、その電子ドキュメントファイルを同期させているユーザがそのメタデータを他のユ
ーザに見られる、または（電子ドキュメントファイル内に）ダウンロードされることを望
まない場合であっても、サーバ上で自動的にエクスポーズされることになる。本発明の様
々な実施形態は、上記およびその他の考慮すべき点に関してなされた。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願第１２／１１３，９７５号明細書
【発明の概要】
【０００４】
　この概要は、以下の詳細な説明でさらに説明する概念の抜粋を簡略な形で提示するもの
である。この概要は、特許請求する主題の重要な特徴、または本質的な特徴を特定するも
のでも、特許請求する主題の範囲を決定する一助となるものでもない。
【０００５】
　クライアント－サーバコンピュータネットワークにおいて、サーバ記憶モデルを利用し
てファイルパーティションを同期させる実施形態を示す。電子ドキュメントのコンテンツ
に対する編集は、クライアントコンピュータで受信することができる。このコンテンツは
、サーバコンピュータに記憶されたファイルの第１のパーティション内に含めることがで
きる。第１のパーティションは、電子ドキュメントコンテンツを含む第１のストリームを
含むことができる。ファイルは、複数のパーティションを含むことができ、各パーティシ
ョンは、１つまたは複数のストリームを含むことができる。クライアントコンピュータは
、ファイルの第２のパーティション内で、メタデータを生成することができる。メタデー
タは、第１のパーティション内の電子ドキュメントコンテンツに対する編集と関連付ける
ことができる。次いで、第２のパーティションをサーバコンピュータと個別に同期させて
、メタデータを記憶することができる。次いで、第１のパーティションをサーバコンピュ
ータと個別に同期させて、電子ドキュメントコンテンツに対して加えられた編集を記憶す
ることができる。
【０００６】
　上記およびその他の特徴ならびに利点は、以下の詳細な説明を読み、関連する図面を参
照すると明白となるであろう。前述の概要、および以下の詳細な説明はどちらも、単なる
例示にすぎず、特許請求する本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】様々な実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを
同期させることができるクライアント－サーバネットワークアーキテクチャを示すブロッ
ク図である。
【図２】様々な実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを
同期させることができるクライアントコンピューティング環境を示すブロック図である。
【図３】ある実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを同
期させるルーチンを示す流れ図である。
【図４】図３に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用して単一のファイルパー
ティションを同期させるルーチンを示す流れ図である。
【図５】図３に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してもう１つのファイル
パーティションを同期させるルーチンを示す流れ図である。
【図６】別の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを同
期させるルーチンを示す流れ図である。
【図７】図６に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用して第２のクライアント
コンピュータのファイルパーティションを同期させるルーチンを示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　クライアント－サーバコンピュータネットワークにおいて、サーバ記憶モデルを利用し
てファイルパーティションを同期させる実施形態を示す。電子ドキュメントのコンテンツ
に対する編集は、クライアントコンピュータで受信することができる。このコンテンツは
、サーバコンピュータに記憶されたファイルの第１のパーティション内に含めることがで
きる。第１のパーティションは、電子ドキュメントコンテンツを含む第１のストリームを
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含むことができる。ファイルは、複数のパーティションを含むことができ、各パーティシ
ョンは、１つまたは複数のストリームを含むことができる。クライアントコンピュータは
、ファイルの第２のパーティション内で、メタデータを生成することができる。メタデー
タは、第１のパーティション内の電子ドキュメントコンテンツに対する編集と関連付ける
ことができる。次いで、第２のパーティションをサーバコンピュータと個別に同期させて
、メタデータを記憶することができる。次いで、第１のパーティションをサーバコンピュ
ータと個別に同期させて、電子ドキュメントコンテンツに対して加えられた編集を記憶す
ることができる。
【０００９】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を成す添付の図面を参照するが、これらの図面
は特定の実施形態または実施例を例によって示すものである。本発明の趣旨または範囲か
ら逸脱することなく、これらの実施形態を組み合わせること、他の実施形態を利用するこ
と、および構造に変更を行うことができる。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な
意味で解釈すべきではなく、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲、およびその均等物
によって規定されるものである。
【００１０】
　次に、図面を参照しながら本発明の様々な態様を説明するが、図面は、いくつかの図を
通して同じ符号は同じ要素を示す。図１は、様々な実施形態に従い、サーバ記憶モデルを
利用してファイルパーティションを同期させることができるクライアント－サーバネット
ワークアーキテクチャを示すブロック図である。このネットワークアーキテクチャは、ク
ライアントコンピュータ２およびクライアントコンピュータ６を含み、どちらもネットワ
ーク４を介してサーバコンピュータ７０と通信する。ネットワーク４には、ローカルネッ
トワークまたは広域ネットワーク（例えば、インターネット）が含まれ得る。
【００１１】
　クライアントコンピュータ２は、生産性アプリケーション３０を記憶することができ、
このアプリケーション３０を用いて、電子ドキュメントファイル４０（やはりクライアン
トコンピュータ２に記憶されている）を編集することができる。様々な実施形態によれば
、生産性アプリケーション３０は、ワシントン州レドモンドのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯ
ＲＰＯＲＡＴＩＯＮ製のＷＯＲＤ文書作成ソフトウェア、ＰＯＷＥＲＰＯＩＮＴプレゼン
テーショングラフィクスプログラム、およびＧＲＯＯＶＥソフトウェアを備えることがで
きる。しかし、本明細書に記載の様々な実施形態によれば、他の製造者製の他の生産性プ
ログラムまたはアプリケーションプログラムも使用することができることを理解されたい
。
【００１２】
　電子ドキュメントファイル４０は、ネットワーク４を介してサーバコンピュータ７０か
らダウンロード操作することによって、クライアントコンピュータ２で受信することがで
き、または、電子ドキュメントファイル４０は、クライアントコンピュータ２の生産性ア
プリケーション３０によって生成することができる。電子ドキュメントファイル４０は、
パーティション５０を含むことができる。パーティション５０は、ストリーム５２および
５６を含むことができる。ストリーム５２は、コンテンツ５４Ａ（すなわち電子ドキュメ
ントコンテンツ）をさらに含むことができる。電子ドキュメントファイル４０はまた、パ
ーティション６０を含むことができる。パーティション６０は、ストリーム６２および６
８を含むことができる。ストリーム６２は、メタデータ６４Ａをさらに含むことができる
。ある実施形態によれば、メタデータ６４Ａは、パーティション５０内に記憶されたコン
テンツ５４Ａと関連付けることができる。特に、メタデータ６４Ａは、コンテンツ５４Ａ
の１人または複数人の作成者を記載した作成者リスト６７Ａと、電子ドキュメントファイ
ル４０の現在のユーザ（例えば、現在コンテンツ５４Ａを編集しているユーザ）を記載し
たドキュメントロック６６Ａとを含むことができる。
【００１３】
　様々な実施形態によれば、「パーティション」は、ファイル（電子ドキュメントファイ
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ル４０など）内の「ファイル」として定義され、１つまたは複数のストリームを含むこと
ができる。パーティション内に含まれる「ストリーム」は、電子ドキュメントファイルに
関連するデータ（コンテンツ５４Ａまたはメタデータ６４Ａなど）を含む。ファイル内の
各パーティションは、互いに独立に、かつ異なる同期速度で同期させることができる（す
なわち、単一のファイル内のパーティションを、異なる時間で同期させることができる）
ことを理解されたい。さらに、同じパーティション内の複数のストリームは、互いに関連
するが、異なるパーティション内のストリーム間では関連がなくともよい。例えば、スト
リーム５６は、電子ドキュメントコンテンツに関連する（したがって、ストリーム５２に
関連する）データを含むが、電子ドキュメントファイル４０に関連するメタデータは含ま
なくともよい。さらに、所与のパーティション内の複数のストリームを同時に同期させ、
それによって同じパーティション内のストリーム間で整合性を保証する。
【００１４】
　クライアントコンピュータ６は、生産性アプリケーション３０を記憶することができ、
このアプリケーション３０をやはり用いて、電子ドキュメントファイル４０（やはりクラ
イアントコンピュータ６に記憶されている）を編集することができる。電子ドキュメント
ファイル４０は、ネットワーク４を介してサーバコンピュータ７０からダウンロード操作
することによって、クライアントコンピュータ６で受信することができ、または、電子ド
キュメントファイル４０は、クライアントコンピュータ６の生産性アプリケーション３０
によって生成することができる。電子ドキュメントファイル４０は、パーティション５０
を含むことができる。パーティション５０は、ストリーム５２および５６を含むことがで
きる。ストリーム５２は、コンテンツ５４Ｂ（すなわち電子ドキュメントコンテンツ）を
さらに含むことができる。電子ドキュメントファイル４０はまた、パーティション６０を
含むことができる。パーティション６０は、ストリーム６２および６８を含むことができ
る。ストリーム６２は、メタデータ６４Ｂをさらに含むことができる。様々な実施形態に
よれば、「メタデータ」は、パーティション内のストリームに含まれるコンテンツを表す
ことを理解されたい。ある実施形態によれば、メタデータ６４Ｂは、パーティション５０
内に記憶されたコンテンツ５４Ｂと関連付けることができる。特に、メタデータ６４Ｂは
、コンテンツ５４Ｂの１人または複数人の作成者を記載した作成者リスト６７Ｂと、電子
ドキュメントファイル４０の現在のユーザ（例えば、現在コンテンツ５４Ｂを編集してい
るユーザ）を記載したドキュメントロック６６Ｂとを含むことができる。
【００１５】
　サーバコンピュータ７０は、サーバアプリケーション４２を記憶することができる。様
々な実施形態によれば、サーバコンピュータ７０は、クライアントコンピュータ２および
６で作成された電子ファイル用のドキュメント記憶システムとして機能することができる
。サーバアプリケーション４２は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ製のＳ
ＨＡＲＥＰＯＩＮＴ　ＳＥＲＶＥＲサービスアプリケーションなどの共用サービスアプリ
ケーションプログラムを備えることができる。当業者には知られているように、ＳＨＡＲ
ＥＰＯＩＮＴサービス技術によって、ユーザは共用環境を構築し、維持し、提示して情報
を共有することが可能となる。この技術を使用すると、ユーザまたは組織は、１つまたは
複数のウェブサイトを構築して、そのウェブサイトに関連する他のユーザに情報（例えば
、ウェブサーバまたはウェブフォルダ上のドキュメントなど）を供給し、そうした情報を
共有することができる。本明細書に記載の実施形態は、ＳＨＡＲＥＰＯＩＮＴサービス技
術に限られるものとして解釈すべきでなく、他の開発者および／または製造者製の他の共
用サービス技術もやはり使用することができることを理解されたい。
【００１６】
　サーバコンピュータ７０はまた、電子ドキュメントファイル４０を記憶することができ
る。電子ドキュメントファイル４０は、パーティション５０を含むことができる。パーテ
ィション５０は、ストリーム５２および５６を含むことができる。ストリーム５２は、コ
ンテンツ５４（すなわち電子ドキュメントコンテンツ）をさらに含むことができる。電子
ドキュメントファイル４０はまた、パーティション６０を含むことができる。パーティシ
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ョン６０は、ストリーム６２および６８を含むことができる。ストリーム６２は、メタデ
ータ６４をさらに含むことができる。ある実施形態によれば、メタデータ６４は、パーテ
ィション５０内に記憶されたコンテンツ５４と関連付けることができる。特に、メタデー
タ６４は、コンテンツ５４の１人または複数人の作成者を記載した作成者リスト６７と、
電子ドキュメントファイル４０の現在のユーザ（例えば、現在コンテンツ５４を編集して
いるユーザ）を記載したドキュメントロック６６とを含むことができる。ある実施形態に
よれば、電子ドキュメントファイル４０は、サーバコンピュータ７０からクライアントコ
ンピュータ２および６にダウンロードして編集することができ、それによって、サーバコ
ンピュータ７０に同期を戻す前に変更が行われた場合に、電子ドキュメントファイル４０
内のコンテンツ５４およびメタデータ６４に、異なるバージョンが作成される可能性があ
ることを理解されたい。したがって、本明細書の詳細な説明では、コンテンツ５４および
メタデータ６４のクライアントコンピュータ２および６におけるバージョンを、それらの
ファイル要素を表す参照番号の後に文字「Ａ」および「Ｂ」を付すことによって識別して
いる。
【００１７】
　様々な実施形態によれば、また図３～７に関して以下でより詳細に説明するように、サ
ーバアプリケーション４２、および生産性アプリケーション３０は、クライアントコンピ
ュータ２および６のパーティション５０および６０の、サーバコンピュータ７０との同期
を容易にするように構成することができる。ある実施形態によれば、サーバアプリケーシ
ョン４２は、（それだけに限られるものではないが、ステートレスプロトコル（ｓｔａｔ
ｅｌｅｓｓ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を含めた）プロトコルを利用して、ドキュメントの増分
同期を容易にし、かつサーバファイルが、複数の独立データストリーム、または従属デー
タストリームをエクスポーズする一助となるように構成することができる。したがって、
電子ファイル内の各パーティションは、互いに独立に、かつ異なる同期速度で同期させる
ことができる（すなわち、単一のファイル内のパーティションを、異なる時間で同期させ
ることができる）。例えば、サーバアプリケーション４２は、生産性アプリケーション３
０と共に、クライアントコンピュータ２の（メタデータ６４を含む）パーティション６０
を、（コンテンツ５４Ａを含む）パーティション５０よりも先にサーバコンピュータ７０
と同期させるように構成することができる。異なる速度でパーティションを同期させるこ
とによって、ネットワーク４を介してサーバコンピュータ７０に通信されるデータ量が減
少し、それによってサーバのスケーラビリティが向上することを理解されたい。様々な実
施形態に従って利用することができる例示のステートレスプロトコルが、２００８年５月
２日出願の関連の特許文献１、名称「Document Synchronization over Stateless Protoc
ols」に記載され、その開示を全体として参照により本明細書に組み込む。
【００１８】
　クライアントコンピュータ２および６、ならびにサーバコンピュータ７０に関して論じ
た様々なパーティションおよびストリームは、単なる例にすぎず、様々な実施形態による
電子ドキュメントファイル内に含まれるパーティションまたはストリームの数に限定され
るものではないことを理解されたい。例えば、ある実施形態によれば、電子ドキュメント
ファイルは、単一のパーティション、および単一のストリームしか含まなくともよく、他
の実施形態によれば、電子ドキュメントファイルは、複数のパーティション、および複数
のストリームを含んでもよい。様々な実施形態によれば、クライアントコンピュータ２お
よび６、ならびにサーバコンピュータ７０の電子ドキュメントファイル内に含まれたスト
リームのコンテンツは、メタデータに限られるものではなく、汎用データ（すなわち、電
子ドキュメントファイルパーティション内に記憶されたコンテンツに関連しないデータ）
も同様に含むことができることをさらに理解されたい。本明細書に記載の実施形態は、前
述のソフトウェアアプリケーションに限られるものとして解釈すべきではなく、他の開発
者および／または製造者製の他のソフトウェアアプリケーションもやはり使用することが
できることをさらに理解されたい。図１のネットワークアーキテクチャ、およびその構成
要素は、他のコンピューティング装置、通信装置、および／または他のシステムと通信す
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る機能性を含み、本明細書に記載の実施形態および実施例に限定されるものではないこと
をさらに理解されたい。したがって、例えば、様々な実施形態によれば、図１のネットワ
ークアーキテクチャは、サーバコンピュータ７０と通信している追加のクライアントコン
ピュータを含むことができる。
例示的な動作環境
【００１９】
　次に、図２を参照すると、以下の考察は、様々な例示の実施形態を実施することができ
る適切なコンピューティング環境の簡略な概要を示すものである。様々な実施形態につい
て、パーソナルコンピュータのオペレーティングシステムで実行するプログラムモジュー
ルと共に実行するプログラムモジュールの一般的な例をとって説明するが、これらの様々
な実施形態はまた、他のタイプのコンピュータシステムおよびプログラムモジュールと組
み合わせて実施することもできることが、当業者には認識されよう。
【００２０】
　一般に、プログラムモジュールには、特定のタスクを実施する、または特定の抽象デー
タ型を実施するルーチン、プログラム、構成要素、データ構造、および他のタイプの構造
が含まれる。さらに、様々な実施形態は、ハンドヘルド装置、マルチプロセッサシステム
、マイクロプロセッサベースの消費者向け電子機器、またはプログラム可能な消費者向け
電子機器、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータなどを含めて、他のコンピュ
ータシステム構成を用いても実施できることが当業者には理解されよう。様々な実施形態
はまた、通信ネットワークを介してリンクしているリモート処理装置によってタスクが実
施される分散コンピューティング環境でも実行することができる。分散コンピューティン
グ環境では、プログラムモジュールは、ローカルメモリ記憶装置、およびリモートメモリ
記憶装置の両方に配置することができる。
【００２１】
　図２は、１つまたは複数のアプリケーションプログラムを実行することが可能な、汎用
デスクトップ、ラップトップ、ハンドヘルド、タブレット、または他のタイプのコンピュ
ータが含まれ得るクライアントコンピュータ２を示す。クライアントコンピュータ２は、
少なくとも１つのＣＰＵ８（中央処理装置）、ＲＡＭ１８（ランダムアクセスメモリ）、
およびＲＯＭ２０（読み取り専用メモリ）を含むシステムメモリ１２、ならびにメモリを
ＣＰＵ８に結合するシステムバス１０を含む。スタートアップ中など、コンピュータ内の
要素間で情報を転送する助けとなる基本ルーチンを含む基本入出力システムが、ＲＯＭ２
０内に記憶されている。クライアントコンピュータ２は、オペレーティングシステム３２
、生産性アプリケーション３０、ならびに図１に関して上述したパーティション５０、ス
トリーム５２、５６、６２、および６８、コンテンツ５４Ａ、メタデータ６４Ａ、作成者
リスト６７Ａ、およびドキュメントロック６６Ａを含む電子ドキュメントファイル４０を
記憶する大容量記憶装置１４をさらに含む。
【００２２】
　様々な実施形態によれば、オペレーティングシステム３２は、ワシントン州レドモンド
のＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ製のＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレ
ーティングシステムなど、ネットワーク化されたパーソナルコンピュータの動作を制御す
るのに適したものでよい。大容量記憶装置１４は、バス１０に接続された大容量記憶装置
制御器（図示せず）を介してＣＰＵ８に接続されている。大容量記憶装置１４、およびそ
れに付随するコンピュータ可読媒体が、クライアントコンピュータ２用の不揮発性記憶装
置となる。本明細書に含まれるコンピュータ可読媒体の説明は、ハードディスクまたはＣ
Ｄ－ＲＯＭドライブなどの大容量記憶装置を指しているが、コンピュータ可読媒体は、ク
ライアントコンピュータ２によってアクセスまたは利用することができる、利用可能ない
かなる媒体でもよいことを当業者には理解されたい。例として、それだけに限られるもの
ではないが、コンピュータ可読媒体には、コンピュータ記憶媒体、および通信媒体が含ま
れ得る。
【００２３】
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　コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュー
ル、または他のデータなどの情報を記憶する任意の物理的方法または技術で実施される、
揮発性および不揮発性の、取り外し可能、および取り外し不可能なハードウェア記憶媒体
が含まれる。コンピュータ記憶媒体には、それだけに限られるものではないが、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、または他の固体メモリ技術、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）または他の光記憶装置、磁気カセット、
磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶装置が含まれ、これらのコンピ
ュータ記憶媒体を用いて、所望の情報を記憶することができ、かつこれらのコンピュータ
記憶媒体は、クライアントコンピュータ２によってアクセスすることができる。通信媒体
は、典型的には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他
のデータを、搬送波もしくは他の搬送機構などの変調されたデータ信号で実施し、通信媒
体には、いかなる情報送達媒体も含まれる。用語「変調されたデータ信号」とは、情報を
信号内で符号化するようにその特性の１つまたは複数が設定または変更された信号を意味
する。例として、それだけに限られるものではないが、通信媒体には、有線ネットワーク
、もしくは直接有線接続などの有線媒体、ならびに音響、ＲＦ、赤外線、および他の無線
媒体などの無線媒体が含まれる。上記のいずれかの組合せもやはり、コンピュータ可読媒
体の範囲内に含まれるものである。コンピュータ可読媒体はまた、コンピュータプログラ
ム製品と呼ぶこともできる。
【００２４】
　様々な実施形態によれば、クライアントコンピュータ２は、例えば、ローカルネットワ
ークまたは広域ネットワーク（例えばインターネット）が含まれ得るネットワーク４を介
した、リモートコンピュータへの論理接続を用いて、ネットワーク化された環境で動作す
ることができる。クライアントコンピュータ２は、バス１０に接続されたネットワークイ
ンターフェイスユニット１６を介してネットワーク４に接続することができる。ネットワ
ークインターフェイスユニット１６をやはり利用して、他のタイプのネットワーク、およ
びリモートコンピューティングシステムに接続することができることを理解されたい。ク
ライアントコンピュータ２はまた、キーボード、マウス、ペン、スタイラス、指、および
／または他の手段を含めて、いくつかの入力タイプからの入力を受信し、処理する入出力
制御器２２を含むことができる。同様に、入出力制御器２２は、表示装置８２、プリンタ
、または他のタイプの出力装置に出力を供給することができる。さらに、タッチスクリー
ンを入出力機構として働かせてもよい。図１に示すクライアントコンピュータ６およびサ
ーバコンピュータ７０は、図２のクライアントコンピュータ２に関して示した従来の構成
要素を多数含み得ることを理解されたい。
【００２５】
　図３は、ある実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを
同期させるルーチン３００を示す流れ図である。本明細書に記載のルーチンに関する考察
を読めば、本発明の様々な実施形態の論理演算は、（１）コンピューティングシステムで
実行され、コンピュータによって実施される一連の行為もしくはプログラムモジュールと
して、かつ／または（２）コンピューティングシステム内で相互接続された機械論理回路
、もしくは回路モジュールとして実施されることが理解されよう。その実施は、本発明を
実施するコンピューティングシステムの性能要件に依存した選択事項である。したがって
、図３～７に示し、かつ本明細書に記載の様々な実施形態を構築する論理演算は、操作、
構造装置、行為、またはモジュールとして様々に称される。これらの操作、構造装置、行
為、およびモジュールは、本明細書に記載の特許請求の範囲に記載の本発明の趣旨および
範囲から逸脱することなく、ソフトウェア、ファームウェア、特殊目的デジタル論理、お
よびそれらのいかなる組合せにおいても実施することができることが当業者には認識され
よう。
【００２６】
　ルーチン３００は、操作３０５から開始し、ここでクライアントコンピュータ２で実行
されている生産性アプリケーション３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーティシ
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ョン５０内の（ストリーム５２内に含まれた）電子ドキュメントコンテンツに対する編集
を受信する。ある実施形態によれば、電子ドキュメントファイル４０は、その中に含まれ
たパーティションおよびストリームを全て含めて、サーバコンピュータ７０からダウンロ
ードすることができる。次いで、パーティション５０は、その中に含まれたコンテンツ５
４を編集するために開き、それによってコンテンツ５４Ａを作成することができる。
【００２７】
　ルーチン３００は、操作３０５から操作３１０に続き、ここで生産性アプリケーション
３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーティション６０内でメタデータ６４Ａを生
成する。特に、生産性アプリケーション３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーテ
ィション６０内の作成者リスト６７を更新して、クライアントコンピュータ２のユーザを
作成者として追加するメタデータを生成することができる（それによって、作成者リスト
６７Ａを生成する）。生産性アプリケーション３０はまた、電子ドキュメントファイル４
０のパーティション６０にドキュメントロック６６Ａを追加して、電子ドキュメントファ
イル４０が、現在クライアントコンピュータ２のユーザによって編集されていることを示
すメタデータを生成することができる。
【００２８】
　ルーチン３００は、操作３１０から操作３１５に続き、ここで生産性アプリケーション
３０は、メタデータ６４に対して加えられた変更（すなわち、作成者リスト６７Ａおよび
ドキュメントロック６６Ａを含むメタデータ６４Ａ）をサーバコンピュータ７０に保存す
るために、パーティション６０をサーバコンピュータ７０と同期させる要求をサーバアプ
リケーション４２に送信する。パーティション６０は、変更されたメタデータ６４Ａだけ
がサーバコンピュータ７０に保存されるように、パーティション５０とは独立に同期させ
ることができることを理解されたい。パーティション６０をサーバコンピュータと同期さ
せる例示のルーチンについて、図４に関して以下でより詳細に説明する。
【００２９】
　ルーチン３００は、操作３１５から操作３２０に続き、ここで生産性アプリケーション
３０は、編集済みのコンテンツ５４Ａをサーバコンピュータ７０に保存するために、パー
ティション５０をサーバコンピュータ７０と同期させる要求をサーバアプリケーション４
２に送信する。パーティション５０は、編集済みコンテンツ５４Ａだけがサーバコンピュ
ータ７０に保存されるように、パーティション６０とは独立に同期させることができるこ
とを理解されたい。パーティション６０および５０を同期させる順序は逆でもよく、した
がってパーティション５０を、パーティション６０よりも先に、サーバコンピュータ７０
と独立に同期させてもよいことをさらに理解されたい。パーティション５０をサーバコン
ピュータ７０と同期させる例示のルーチンについて、図５に関して以下でより詳細に説明
する。ルーチン３００は、操作３２０から操作３２５に続き、ここでルーチン３００は終
了する。上記で論じた操作３１０～３２０はまた、ある実施形態によれば、クライアント
コンピュータ６で実行されている生産性アプリケーション３０によって実施することがで
きることを理解されたい。
【００３０】
　図４は、図３に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用して単一のファイルパ
ーティションを同期させるルーチン４００を示す流れ図である。ルーチン４００は、図３
の操作３１５から開始し、操作４０５に続き、ここでサーバアプリケーション４２は、ク
ライアントコンピュータ２のパーティション６０をサーバコンピュータ７０と同期させる
のに競合（ｃｏｎｆｌｉｃｔ）があるか判定する。特に、ある実施形態によれば、サーバ
アプリケーション４２は、クライアントコンピュータ２のパーティション６０内に記憶さ
れたメタデータ６４Ａを、サーバコンピュータ７０に記憶されたメタデータ６４と比較し
て、何らかの差があるか判定することができる。メタデータ６４Ａとメタデータ６４とが
異なる場合、サーバアプリケーション４２は、競合があると判定し、ルーチン４００は操
作４１０に続く。メタデータ６４Ａとメタデータ６４との間に差がない場合、ルーチン４
００は図３の操作３２０に戻る。
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【００３１】
　操作４１０で、サーバアプリケーション４２は、クライアントコンピュータ２のパーテ
ィション６０内のメタデータ６４Ａの方が、サーバコンピュータ７０に記憶されたメタデ
ータ６４よりも新しいかに基づいて、競合を解決する手法を決定する。特にパーティショ
ン６０を同期させる生産性アプリケーション３０からの要求は、メタデータ６４Ａがクラ
イアントコンピュータ２のパーティション６０内に記憶された時期を示すタイムスタンプ
（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ）を含むことができる。サーバアプリケーション４２は、そのタイ
ムスタンプを、メタデータ６４がサーバコンピュータ７０のパーティション６０内に記憶
された時期を示すタイムスタンプと比較することができる。メタデータ６４Ａがメタデー
タ６４よりも新しいと判定された場合、ルーチン４００は操作４１５に続く。メタデータ
６４がメタデータ６４Ａよりも新しいと判定された場合、ルーチン４００は操作４２０に
分岐する。別の実施形態によれば、パーティション６０を同期させる生産性アプリケーシ
ョン３０からの要求は、競合を識別する（かつ解決する）ＨＴＴＰ（ハイパーテキストマ
ークアップ言語）ＥＴＡＧ（エンティティタグ）を含むことができることを当業者には理
解されたい。
【００３２】
　操作４１５で、サーバアプリケーション４２は、クライアントコンピュータ２のパーテ
ィション６０をサーバコンピュータ７０と自動的に同期させ、クライアントコンピュータ
２にある最新のメタデータ６４Ａを優先して競合を解決する。したがって、サーバアプリ
ケーション４２は、サーバコンピュータ７０のパーティション６０内のメタデータ６４を
、メタデータ６４Ａで更新することができる。ルーチン４００は、操作４１５から図３の
操作３２０に戻る。
【００３３】
　操作４２０で、サーバアプリケーション４２は、メタデータ６４Ａよりも新しいメタデ
ータ６４を優先して競合を解決するように、クライアントコンピュータ２のパーティショ
ン６０のサーバコンピュータ７０との同期を自動的に失敗させる。したがって、サーバア
プリケーション４２は、サーバコンピュータ７０のパーティション６０内のメタデータ６
４を維持することができる。ルーチン４００は、操作４２０から図３の操作３２０に戻る
。
【００３４】
　図５は、図３に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してもう１つのファイ
ルパーティションを同期させるルーチン５００を示す流れ図である。ルーチン５００は、
図３の操作３２０から開始し、操作５０５に続き、ここでサーバアプリケーション４２は
、クライアントコンピュータ２のパーティション５０をサーバコンピュータ７０と同期さ
せるのに競合があるか判定する。特に、ある実施形態によれば、サーバアプリケーション
４２は、クライアントコンピュータ２のパーティション５０内に記憶されたコンテンツ５
４Ａを、サーバコンピュータ７０のパーティション５０内に記憶されたコンテンツ５４と
比較することができる。コンテンツ５４が、クライアントコンピュータ２のパーティショ
ン５０内の編集済みコンテンツ５４Ａにはない編集を含む場合、サーバコンピュータ７０
は、競合があると判定し、ルーチン５００は操作５１０に続く。コンテンツ５４が編集を
全く含まない場合、ルーチン５００は操作５１５に続く。
【００３５】
　操作５１０で、サーバアプリケーション４２は、クライアントコンピュータ２のユーザ
向けに競合エラーメッセージを生成する。例えば、サーバアプリケーション４２がクライ
アントコンピュータ２に対して生成する競合エラーメッセージには、サーバ７０に先にア
ップロードされた、コンテンツ５４に対する（例えば、クライアントコンピュータ６のユ
ーザによって行われた）未知の編集が含まれ得る。競合エラーメッセージに応答して、ク
ライアントコンピュータ２のユーザは、編集済みコンテンツ５４Ａを、コンテンツ５４に
対する編集とマージすることによって、あるいは、コンテンツ５４に対する先の編集を、
サーバ７０で変更しないまま維持することによって、手動で競合を解決することができる
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。ルーチン５００は、操作５１０から図３の操作３２５に戻る。
【００３６】
　操作５１５で、サーバアプリケーション４２は、パーティション５０内の編集済みコン
テンツ５４Ａをサーバ７０と同期させて、サーバ７０のコンテンツ５４を編集済みコンテ
ンツ５４Ａで更新する。ルーチン５００は、操作５１５から図３の操作３２５に戻る。
【００３７】
　図６は、別の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用してファイルパーティションを
同期させるルーチン６００を示す流れ図である。ルーチン６００は、操作６０５から開始
し、ここでクライアントコンピュータ２で実行されている生産性アプリケーション３０は
、電子ドキュメントファイル４０のパーティション５０内の（ストリーム５２内に含まれ
た）電子ドキュメントコンテンツに対する編集を受信する。ある実施形態によれば、電子
ドキュメントファイル４０は、その中に含まれたパーティションおよびストリームを全て
含めて、サーバコンピュータ７０からダウンロードすることができる。次いで、パーティ
ション５０は、その中に含まれたコンテンツ５４を編集するために開き、それによってコ
ンテンツ５４Ａを作成することができる。
【００３８】
　ルーチン６００は、操作６０５から操作６１０に続き、ここで生産性アプリケーション
３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーティション６０内で、パーティション５０
内のコンテンツ５４Ａの編集者を識別するメタデータ６４Ａを生成する。特に、生産性ア
プリケーション３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーティション６０内の作成者
リスト６７に、コンテンツ５４Ａの編集者の名前を追加するメタデータを生成することが
できる（それによって、作成者リスト６７Ａを生成する）。
【００３９】
　ルーチン６００は、操作６１０から操作６１５に続き、ここで生産性アプリケーション
３０は、メタデータ６４に対して加えられた変更（すなわち、作成者リスト６７Ａを含む
メタデータ６４Ａ）をサーバコンピュータ７０に保存するために、パーティション６０を
サーバコンピュータ７０と同期させる要求をサーバアプリケーション４２に送信する。パ
ーティション６０は、変更されたメタデータ６４Ａだけがサーバコンピュータ７０に保存
されるように、パーティション５０とは独立に同期させることができることを理解された
い。
【００４０】
　ルーチン６００は、操作６１５から操作６２０に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６で実行されている生産性アプリケーション３０は、電子ファイル４０をダウンロード
することによって、サーバコンピュータ７０からファイルパーティション５０および６０
を（その中に含まれたストリーム４２、５６、６２、および６８を含めて）受信する。ク
ライアントコンピュータ６は、ファイルパーティション６０を受信する際に、クライアン
トコンピュータ２のコンテンツ５４Ａの編集者を識別するメタデータ６４Ａもやはり受信
し、このメタデータ６４Ａは、操作６１５でクライアントコンピュータ２のパーティショ
ン６０をサーバコンピュータ７０と同期させた結果として生じたものであることを理解さ
れたい。したがって、クライアントコンピュータ６のユーザは、クライアントコンピュー
タ２のユーザもやはり、サーバコンピュータ７０からコンテンツ５４をダウンロードして
編集を行ったと判断することができる。
【００４１】
　ルーチン６００は、操作６２０から操作６２５に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６で実行されているアプリケーション３０は、電子ドキュメントファイル４０のパーテ
ィション５０内の（ストリーム５２内に含まれた）電子ドキュメントコンテンツに対する
編集を受信する。次いで、パーティション５０は、その中に含まれたコンテンツ５４を編
集するために開き、それによってコンテンツ５４Ｂを作成することができる。編集済みの
コンテンツ５４Ｂには、クライアントコンピュータ２で行われた編集（すなわち、編集済
みコンテンツ５４Ａ）は含まれないことを理解されたい。



(16) JP 2013-211036 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

【００４２】
　ルーチン６００は、操作６２５から操作６３０に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６で実行されている生産性アプリケーション３０は、メタデータ６４に対して加えられ
た変更（すなわち、作成者リスト６７Ｂを含むメタデータ６４Ｂ）をサーバコンピュータ
７０に保存するために、パーティション６０をサーバコンピュータ７０と同期させる要求
をサーバアプリケーション４２に送信する。パーティション６０は、変更されたメタデー
タ６４Ｂだけがサーバコンピュータ７０に保存されるように、パーティション５０とは独
立に同期させることができることを理解されたい。
【００４３】
　ルーチン６００は、操作６３０から操作６３５に続き、ここでクライアントコンピュー
タ２は、クライアントコンピュータ６からのコンテンツ５４Ｂの編集者を識別するメタデ
ータ６４Ｂを受信し、このメタデータ６４Ｂは、操作６３０でパーティション６０をサー
バコンピュータ７０と同期させた結果として生じたものである。特に、クライアントコン
ピュータ２で実行されている生産性アプリケーション３０は、クライアントコンピュータ
６からのメタデータ６４Ｂで先に更新されたパーティション６０をサーバコンピュータ７
０からダウンロードすることができる。したがって、クライアントコンピュータ２のユー
ザは、クライアントコンピュータ６のユーザもやはり、サーバコンピュータ７０からコン
テンツ５４をダウンロードして編集を行ったと判断することができる。
【００４４】
　ルーチン６００は、操作６３５から操作６４０に続き、ここでクライアントコンピュー
タ２で実行されている生産性アプリケーション３０は、編集済みコンテンツ５４Ａをサー
バコンピュータ７０に保存するために、パーティション５０をサーバコンピュータ７０と
同期させる要求をサーバアプリケーション４２に送信する。パーティション５０は編集済
みコンテンツ５４Ａだけがサーバコンピュータ７０に保存されるように、パーティション
６０とは独立に同期させることができることを理解されたい。パーティション６０および
５０を同期させる順序は逆でもよく、したがってパーティション５０を、パーティション
６０よりも先に、サーバコンピュータ７０と独立に同期させてもよいことをさらに理解さ
れたい。
【００４５】
　ルーチン６００は、操作６４０から操作６４５に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６で実行されている生産性アプリケーション３０は、編集済みコンテンツ５４Ｂをサー
バコンピュータ７０に保存するために、パーティション５０をサーバコンピュータ７０と
同期させる要求をサーバアプリケーション４２に送信する。パーティション５０は、編集
済みコンテンツ５４Ｂだけがサーバコンピュータ７０に保存されるように、パーティショ
ン６０とは独立に同期させることができることを理解されたい。パーティション６０およ
び５０を同期させる順序は逆でもよく、したがってパーティション５０を、パーティショ
ン６０よりも先に、サーバコンピュータ７０と独立に同期させてもよいことをさらに理解
されたい。パーティション５０をサーバコンピュータ７０と同期させる例示のルーチンに
ついて、図７に関して以下でより詳細に説明する。ルーチン６００は、操作６４５から操
作６５０に続き、ここでルーチン６００は終了する。
【００４６】
　図７は、図６に記載の実施形態に従い、サーバ記憶モデルを利用して第２のクライアン
トコンピュータのファイルパーティションを同期させるルーチン７００を示す流れ図であ
る。ルーチン７００は、図６の操作６４５から開始し、操作７０５に続き、ここでクライ
アントコンピュータ６で実行されている生産性アプリケーション３０は、パーティション
５０に何らかの更新が行われているかサーバコンピュータ７０とチェックする。特に、生
産性アプリケーション３０は、サーバコンピュータ７０のパーティション６０内のコンテ
ンツ５４がクライアントコンピュータ２によって更新されたかについて、サーバアプリケ
ーション４２にクエリを送信することができる。図６の操作６２０で上述したように、ク
ライアントコンピュータ６のユーザは、サーバコンピュータ７０からダウンロードした電
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ピュータ７０のパーティション５０内のコンテンツ５４がクライアントコンピュータ２で
別のユーザによって編集されていることを知ることができる。
【００４７】
　ルーチン７００は、操作７０５から操作７１０に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６は、サーバコンピュータ７０のパーティション５０が更新された（すなわち、クライ
アントコンピュータ２によって）ことの確認をサーバアプリケーション４２から受信し、
したがって、クライアントコンピュータ２からの編集済みコンテンツ５４Ａを、クライア
ントコンピュータ６のパーティション５０内の編集済みコンテンツ５４Ｂとマージして利
用することが可能となる。ルーチン７００は、操作７１０から操作７１５に続き、ここで
クライアントコンピュータ６は、サーバコンピュータ７０から編集済みコンテンツ５４Ａ
を受信する。
【００４８】
　ルーチン７００は、操作７１５から操作７２０に続き、ここでクライアントコンピュー
タ６で実行されている生産性アプリケーション３０は、パーティション５０を、（クライ
アントコンピュータ２からの）編集済みコンテンツ５４Ａ、および（クライアントコンピ
ュータ６からの）編集済みコンテンツ５４Ｂで更新するように、サーバコンピュータ７０
のサーバアプリケーション４２に要求する。ルーチン７００は、操作７２０から図６の操
作６５０に戻る。
【００４９】
　様々な例示の実施形態に関して本発明を説明してきたが、以下の特許請求の範囲内でこ
れらの実施形態に数多くの改変を行うことができることが当業者には理解されよう。した
がって、本発明の範囲は、上記の説明によっていかなる形にも限定されるものではなく、
以下の特許請求の範囲を参照することによって完全に決定されるものである。

【図１】 【図２】
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